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個人情報の取扱いに関する重要事項 改定箇所 

（2024年 4月改定） 
改定前 改定後 

１．個人情報の収集・保有・利用等 
（１）会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）
は、本規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与
信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、… 
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、そ
の他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤
務先、取引を行う目的、資産、負債および収入在留資格に関する情
報等の情報（以下総称して「氏名等」という）、本規約に基づき届
出られた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性
（通話可能か否か）に関する情報、電話接続状況履歴（全国の固定
電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接
続状況、移転先電話番号が含まれる）およびお電話等でのお問合せ
等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総称して「属性情報」
という） 
 
 
 
 

１．個人情報の収集・保有・利用等 
（１）会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）
は、本規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与
信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、… 
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、そ
の他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤
務先、取引を行う目的、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留
期間に関する情報等の情報（以下総称して「氏名等」という）、本
規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去
の有効性（通話可能か否か）に関する情報、電話接続状況履歴（全
国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月
日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる）ならびにお電話等
でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総称して
「属性情報」という） 
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登録情報 登録の期間 

①氏名、生年月日、性

別、住所、電話番号、

勤務先、運転免許証等

の記号番号等の本人情

報※1 

左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されてい

る期間 

 
６．個人情報の開示・訂正・削除 
（１）会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保
護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開
示するよう請求することができます。 
 ①当社に開示を求める場合には、下記１０．（１）記載の窓口に
ご連絡下さい 

 
９．規約等に不同意の場合 
 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しな
い場合または本会員規約の内容の全部も 
 
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 
私（会員の名義人（会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員
等を含む。以下同じ。））は、次の①に規定する暴力団員等もしくは
①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当す

＜登録される情報とその期間＞ 
登録情報 登録の期間 

①氏名、生年月日、性

別、住所、電話番号、

勤務先、運転免許証等

の記号番号等の本人情

報※1 

左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されてい

る期間 

 
６．個人情報の開示・訂正・削除 
（１）会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保
護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開
示するよう請求することができます。 
 ①当社に開示を求める場合には、下記１０．（２）記載の窓口に
ご連絡下さい 

 
９．規約等に不同意の場合 
 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しな
い場合または本規約の内容の全部も 
 
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 
私（会員の名義人（会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員
等を含む。以下同じ。））は、次の①に規定する暴力団員等もしくは
①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当す



- 3 - 
 

る行為をした場合、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の
申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約され
ても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申
告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対するいっ
さいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、
これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっ
さい私の責任といたします。 
 

る行為をした場合、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の
申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約され
ても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申
告が判明した場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場
合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。 

 


